
令和７年１月 登米市部長等連絡調整会議 
 

【日 時】令和７年１月８日（水） 

午前 10 時から 

【場 所】中田保健福祉会館 研修室 

 

《 次 第 》 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

（１）登米市ネーミングライツパートナーの決定について 資料１・・・Ｐ１ 

（２）第 17 回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール作品展示について

 資料２・・・Ｐ２ 

（３）ゼロカーボンシティとめシンポジウムの開催について 資料３・・・Ｐ５ 

（４）令和６年度登米市文化財防火デー防災訓練の開催について 資料４・・・Ｐ６ 

（５）令和 7 年 1 月招集議会における登米市市民歌斉唱について 資料５・・・Ｐ７ 

 

３ その他 

 ・令和６年度分所得の申告相談（市職員対象）及び e-TAX の利用について  

資料６・・・Ｐ８ 

 

４ 閉 会 



職　　　名 氏　　　名 備　考

1 市　長 熊　谷　盛　廣

2 副市長 丸　山　　　仁

3 教育長 小野寺　文　晃

4 病院事業管理者 松　本　　　宏

5 総務部長 阿　部　桂　一

6 総務部政策推進局長 小野寺　憲　司

7 総務部危機管理監 及　川　　　仁

8 まちづくり推進部長 佐　藤　　　靖

9 市民生活部長 佐々木　美智恵

10 市民生活部理事兼少子化対策推進監 永　浦　広　巳

11 市民生活部次長兼福祉事務所長 武　田　康　博

12 環境事業所長 遠　藤　　　貞

13 産業経済部長 千　葉　昌　彦

14 建設部長 伊　藤　　　勝

15 会計管理者 金　澤　正　浩

16 医療局次長兼経営管理部長 髙　橋　一　真

17 上下水道部長 細　川　宏　伸

18 消防本部消防長 小野寺　敏　彦

19 議会事務局長 櫻　　　節　郎

20 教育委員会教育部長 小　林　和　仁

21 農業委員会事務局長 小野寺　　　仁

22 監査委員事務局長 浅　野　之　春

23 迫総合支所長 千　葉　伸　一

24 登米総合支所長 加　藤　孝　二

25 東和総合支所長 芳　賀　勝　弘

26 中田総合支所長 菅　原　正　博

27 豊里総合支所長 佐　藤　正　人

28 米山総合支所長 小　泉　一　誠

29 石越総合支所長 加　藤　善　己

30 南方総合支所長 佐　藤　達　也

31 津山総合支所長 佐々木　勝　彦

令和６年度　部長等連絡調整会議構成員名簿



 

登米市ネーミングライツパートナーの決定について 

 

登米市ネーミングライツ事業について、令和６年８月 19 日より第３回目の「施設等特

定公募型」の募集を行った結果、迫体育館、迫梅ノ木公園（梅ノ木グリーンパーク）及び

豊里花の公園への応募がありました。 

令和６年 11 月 26 日に開催した登米市ネーミングライツ審査委員会において、優先交渉

権者を選定した後、施設所管課と優先交渉権者との協議が整ったことから、令和７年１月

６日に契約を締結し、以下のとおりネーミングライツパートナーとして決定いたしました。 

 

１ 契約締結内容 

（１）迫体育館 

ネーミングライツパートナー 株式会社オサベフーズ 

愛  称 オサベフーズ迫体育館 

命名権料 600,000 円/年（税込 660,000 円/年） 

ネーミングライツ付与期間 令和７年１月６日～令和 11 年３月 31 日 

 

（２）迫梅ノ木公園（梅ノ木グリーンパーク） 

ネーミングライツパートナー 株式会社オサベフーズ 

愛  称 オサベフーズ梅ノ木グリーンパーク 

命名権料 300,000 円/年（税込 330,000 円/年） 

ネーミングライツ付与期間 令和７年１月６日～令和 11 年３月 31 日 

 

（３）豊里花の公園 

ネーミングライツパートナー 株式会社只野組 

愛  称 只野組豊里花の公園 

命名権料 200,000 円/年（税込 220,000 円/年） 

ネーミングライツ付与期間 令和７年１月６日～令和 11 年３月 31 日 

 

２ 今後について 

愛称等について、市のホームページ、広報紙等で公表するとともに、今回決定した愛称

を市民へ広く周知していきます。 

 

３ 担当部署 

総務部 総務課 

電 話：0220-22-2091 

ＦＡＸ：0220-22-3328 

資料１ 
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第17回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール 

作品展示について 

 

１ 概 要 

「子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール」は、次世代のまちづくりの担い

手である子どもたちに、生まれ育った登米市の魅力を再発見しながら、地域を愛する心

を養い、まちづくりに興味を持ってもらうことを目的として実施しています。入賞作品

及び応募のあった全作品について、下記の日程で展示を行います。 

 

２ 作品テーマ 

「各学校又はグループごとに自由に考え設定する」 

自分が住んでいる地域の良い点や地域の課題などを身近な生活の中から見つけ、地域

の良い点をどう持続させていくか、また、地域の課題を解決するにはどうしたら良いか

を考えながら、全ての人にとって暮らしやすいと思える登米市の未来の姿を想像しなが

ら、自由な発想・アイディアで壁新聞形式にまとめる。 

 

３ 共 催 

  登米市、登米市教育委員会 

 

４ 応募総数 

  小学５年生部門：２校 25点 

  小学６年生部門：11校 53点 

       （合計12校 78点 ※合計校数は実数） 

 

５ 入賞作品 

  小学５年生部門並びに６年生部門、それぞれ最優秀賞１点、優秀賞２点、審査員 

  特別賞１点の４点ずつ、合計８点 

※令和７年１月７日（火）実施の審査会で決定 

 

６ 表彰式 

  日 時：令和７年１月19日（日）午後１時30分から 

  場 所：森公民館体育館  

 

 

 

資料２          
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７ 作品展示の日程 

（１）入賞作品 

  ①日 時：令和７年１月20日（月）から１月22日（水）まで 

   場 所：登米市役所中田庁舎 １階ロビー 

  ②日 時：令和７年１月22日（水）から１月28日（火）まで 

   場 所：JAみやぎ登米本店 ヨリアイホール 

③日 時：令和７年１月28日（火）から１月30日（木）まで 

   場 所：登米市役所南方庁舎 １階ロビー 

④日 時：令和７年２月17日（月）から２月19日（水）まで 

   場 所：登米市役所迫庁舎 １階ロビー 

 

（２）応募のあった全作品 

   日 時：令和７年１月31日（金）から２月16日（日）まで 

   場 所：イオンタウン佐沼店内 

 

８ 担当部署 

まちづくり推進部 市民協働課 

電話：0220-22-2173 

FAX：0220-22-9164 
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表彰式での発表 

小学６年生部門 

最優秀賞 

（新田小学校） 

作品展示 

（イオンタウン佐沼） 

昨年度の状況について 
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ゼロカーボンシティとめシンポジウムの開催について 

 

１ 目   的 

本市は、2050 年カーボンニュートラルを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明してい

ます。その実現のためには、行政だけでなく、市民や事業者と一体で取り組むことが不

可欠であり、一人一人の関心と理解を深め、それぞれの二酸化炭素排出量削減の取組を

推進していくことが重要となります。 

そのことから、市民や事業者の関心と理解を深め、二酸化炭素排出量削減行動につな

げるため、地球温暖化の現状や影響、カーボンニュートラルについて学び考える機会を

提供するとともに、地球温暖化対策地域推進計画の改定に合わせ、新たな目標の周知機

会とすることを目的に開催します。 

 

２ 日  時  令和７年１月 28 日（火）午後１時 30 分から 

 

３ 会  場  登米市迫公民館 軽運動場 

 

４ 主  催  登米市 

 

５ 参加対象  市民、事業者など 定員 100 人 

 

６ 開催内容 

(1)基調講演 

テーマ 「地球温暖化の現状と地域に必要となるカーボンニュートラルの取組」 

講 師 東北大学名誉教授・尚絅学院大学特任教授 

    公益財団法人 みやぎ･環境とくらし･ネットワーク理事長 

    長谷川 公一 氏 

(2)事例発表 

①テーマ 「家庭や個人の地球温暖化防止に向けた取組方法について」 

 発表者  宮城県地球温暖化防止活動推進員 千葉 智恵 氏 

②テーマ 「事業者の地球温暖化防止に向けた取組方法について」 

 発表者  宮城県環境産業コーディネーター（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

７ 担当部署 

市民生活部 環境課 

電 話：0220－58－5553 

ＦＡＸ：0220－58－3345 

資料３          
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令和６年度登米市文化財防火デー防災訓練の開催について 

 

１ 日  時 

令和７年１月 26 日（日）午前９時 30 分～午前 11 時 

 

２ 場  所 

横山不動尊（登米市津山町横山） 

 

３ 共  催 

登米市、登米市教育委員会 

 

４ 主  管 

登米市津山総合支所、登米市消防署津山出張所、登米市教育委員会教育部文化財文

化振興課 

         

５ 関係機関 

  登米市消防団津山支団、登米市津山支部婦人防火クラブ、津山町内自主防災組織、

横山不動尊奉賛会、大徳寺護持会、津山町防火管理者協会 

 

６ 次  第 

8：30～ 9：30 関係者・参加者集合、訓練準備 

9：30～ 9：45 開会式 

9：45～10：35 防災訓練 

  10：35～10：55 文化財講話 

  10：55～11：00 閉会式 

 

７ 来  賓 

  津山町域登米市議会議員、登米市消防団長、登米市婦人防火クラブ会長、登米市教

育委員、登米市文化財保護委員 

 

８ 担当部署 

教育部 文化財文化振興課 

   電 話：0220-34-2332 

ＦＡＸ：0220-34-2504 

資料４          
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令和７年１月招集議会における登米市市民歌斉唱について 

 

１ 概  要 

郷土愛を育む源として市民から広く親しまれることを目的に制定した市民歌の更なる

普及を図るとともに、１月招集議会の開会に当たり、登米市議会として新たな気持ちで取

り組むため、これからの登米市を担う市内小・中学生とともに市民歌を斉唱します。 

今年は、米山東小学校５・６年生の児童との斉唱となります。 

 

２ 日  時 

令和７年１月 15 日（水）午前９時 45 分から（令和７年１月招集議会開会前） 

※午前９時 40 分までに、ご参集いただくようお願いいたします 

      

３ 場  所 

 迫庁舎 ３階 議事堂 

 

４ 対 象 者 

令和７年１月招集議会出席者全員 

 

５ 担当部署 

議会事務局  

電 話：0220-22-1913 

   ＦＡＸ：0220-22-9225 

 

 

資料５ 
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【メール施行】 

登 税 号 外 

令和７年１月 日 

各部長 

各総合支所長 

会計管理者 

議会事務局長 

教育委員会教育部長           

消防本部消防長 

農業委員会事務局長 

監査委員事務局長 

選挙管理委員会事務局長 

上下水道部長 

医療局次長 

（主管課等扱い） 

 

総 務 部 長    

（公印省略）    

 

令和６年分所得の申告相談（市職員対象）及びｅ－Ｔａｘの利用について 

 令和６年分所得の申告相談を２月 10 日（月）から３月 17 日（月）の期間において実施

いたします。 

これに先立ち、市職員の申告相談を下記のとおり実施いたしますので、事業の収支内訳

書や医療費の明細書等は事前に作成し申告いただくよう貴下職員に周知願います。 

また、本申告相談は、機器の調整等を兼ねた申告相談としておりますのでご理解願いま

す。 

なお、自主申告と職員の負担軽減の観点から、国税庁ホームページを利用したｅ－Ｔａ

ｘや書面提出も勧めておりますので、可能な限りご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 職員申告相談日  令和７年２月４日（火）及び２月５日（水） 

            ※豊里会場のみ令和７年２月７日（金） 

 

２ 受 付 時 間  午前の部：午前９時から午前 11 時まで  

            午後の部：午後２時から午後４時まで 

            ※豊里会場のみ午後３時から４時まで 

 

様 

資料６
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３ 申告相談会場 

月 日 町 域 会  場 

２月４日（火） 

迫町 迫庁舎 ２階 大会議室 

中田町 中田農村環境改善センター 多目的ホール 

南方町 南方庁舎 ２階 大会議室 

２月５日（水） 

午前のみ 

登米町 登米総合支所 ２階 ２０１会議室 

米山町 米山総合支所 ２階 大会議室 

津山町 津山老人福祉センター 診察室 

２月５日（水） 

午後のみ 

東和町 東和総合支所 ３階 大会議室 

石越町 石越総合支所 ２階 多目的ホール 

 ２月７日（金） 

午後のみ 

※３時～４時 

豊里町 豊里公民館 中ホール 

 

４ 電子申告の活用 

職員申告相談日に来場できない方は、電子申告を活用しての申告をお勧めします。 

（１）便利で簡単なｅ－Ｔａｘ（イータックス）のメリット 

①ご自宅のパソコンを利用し、ホームページから確定申告などの手続きが簡単にで

き、申告会場に出かける必要がなくなります。 

②添付資料が提出不要です。（税務署より書類の提出または提示を求められる場合が

あるので、５年間保存が必要です） 

③還付金について、通常は振込手続きから６週間程度ですが、ｅ－Ｔａｘの場合は

３週間程度で入金となります。 

④令和７年３月 17 日（月）までの間、24 時間利用できます。 

 

※詳しくは、ｅ－Ｔａｘホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。 

 

（２）「ＩＤ・パスワード方式」による申告 

「ＩＤ・パスワード方式」は従来のｅ－Ｔａｘ（イータックス・マイナンバー方式）

のように、マイナンバーカード、ＩＣカードリーダの必要が無く、「ＩＤ・パスワード」

を取得することにより電子申告がし易くなっており、マイナンバーカードを持ってい

ない方に勧めております。取得を希望する方は運転免許証又は本人確認書類等を持参

の上、税務署での申し込みとなります。 
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５ その他 

（１）申告相談を受けることができる職員は、徴税吏員証の交付を受けた職員のみです。

徴税吏員証の交付を受けていない職員が申告相談を受けることはできませんので、

ご承知願います。また、夜間での個別対応は行っておりませんので、職員申告相談

日に来場いただきますようお願いいたします。 

 

（２）確定申告の期日は３月 17 日までとなっております。期限後に税務署へ申告書を提

出された場合は市県民税の当初賦課に間に合いませんので、必ず期限内に申告いた

だくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：総務部税務課市民税係 
    遠藤 貴 

電 話 ０２２０（２２）２１６３ 
（ IP １００－１６１０） 

ＦＡＸ ０２２０（２２）０２３９ 
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